
 

 

議案第６７号 

 

   旧木津町準財産区特別会計条例の制定について 

 

 旧木津町準財産区特別会計条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和元年１１月２９日提出 

 

木津川市長 河井 規子   

 

 

 

 

 

提案理由 

旧木津町域の財産区財産に準ずる財産の処分等により生じる財産収入と、それに

係る支出について、一般会計と区分して処理を行えるように特別会計を設置するた

め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０９条第２項の規定に基づき、条

例を制定するものです。 

 



 

 

木津川市条例第  号 

 

   旧木津町準財産区特別会計条例（案） 

 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０９条第２項の規定に基づき、 

旧木津町域の財産区財産に準ずる財産の管理及び関係区住民の福祉の増進を目的と

した事業のため、特別会計を設置する。 

 （歳入及び歳出） 

第２条 この会計においては、財産区財産に準ずる財産により発生する財産収入及び

附属雑収入をもってその収入とし、財産又は公の施設に関し要する費用その他の諸

費をもってその歳出とする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （木津川市準財産区等事業基金条例の一部改正） 

２ 木津川市準財産区等事業基金条例（平成１９年木津川市条例第６８号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条及び第４条中「一般会計歳入歳出予算」を「旧木津町準財産区特別会計歳

入歳出予算」に改める。 

 

 

 

 



参考資料（議案第６７号） 

 

木津川市準財産区等事業基金条例の一部を改正する条例（案）新 

旧対照表（附則第２項関係） 

（新） 

第１条 （略） 

（旧） 

第１条 （略） 

（積立て） （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、旧

木津町準財産区特別会計歳入歳出予

算で定める額とする。 

第２条 基金として積み立てる額は、一

般会計歳入歳出予算で定める額とす

る。 

第３条 （略）  

（運用益金の処理） 

第３条 （略）  

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、

旧木津町準財産区特別会計歳入歳出

予算に計上して、基金に繰り入れるも

のとする。 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、

一般会計歳入歳出予算に計上して、基

金に繰り入れるものとする。 

 

第５条～第７条 （略） 第５条～第７条 （略） 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  年 月 日 
政策等の形成過程の説明資料 

  年 月 日 

議 案 名 議案第６７号 旧木津町準財産区特別会計条例の制定について 

担 当 課 財政課 管財係 

 
提案事項の概要等 
（必要性、効果等） 

 
 

旧木津町域の財産区財産に準ずる財産の処分等により
生じる財産収入について、現在一般会計内で処理を行って
いますが、内容や基金保有状況などが一般会計の中に含ま
れていることから分かりにくいという状況にあります。 
 さらに、一般会計に属する基金における比率も高まって
います。 
 以上ことから、特定の事業を行う場合に特定の歳入をも
って充て、一般の歳入歳出と区分して経理する特別会計を
設置するものです。 
 

提案に至るまでの経緯 

・課内で協議・検討を行い、条例案を策定 
・調整会議（１０月１６日）、政策会議（１０月２５日） 
 
 
 

市 民 参 加 の 状 況 

□有  ■無 

 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 
７ 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたま
ちづくり 

政 策 分 野 １７ 行財政運営 

施 策 
④財産管理 
ア．財産の適正管理と施設の有効利用 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

□単年度（  年度） 
□複数年度（  年度） 

 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

旧木津町域の財産区財産に準ずる財産について、特別会計
を設置、分類することで、歳入歳出予算・決算の内容や基金の
状況が明確になります。  
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